
・次に、災害対策基本法上、個別避難計画は、対象者ご本人の同意を得て作成す

ることになっておりますので、同意の確認が必要になります。

・お手元にご用意しておりますが、こちらの同意書を使用して確認をお願いしま

す。確認するポイントとしては２点になりまして、

・１点目、赤枠内「シートを作成することへの同意」になります。できるだけご

同意いただけるようご協力をお願いします。

・なお、残念ながら同意いただけない場合は、青枠の中になりますが、その理由

を選択・記載していただくようにお願いします。（●）



・2点目ですが、こちらは「シートに記載された情報について、平常時に関係機

関に提供すること」についての同意になります。

・法律上、個別避難計画は、いざ災害が起こった際に支援を受けられる可能性が

高くなるよう、平時から避難支援に取り組む団体に、ご本人の同意があれば共有

することができることになっています。

・災害が起こった時に、あらかじめ対象の方の情報を知っておいたほうが、より

スムーズに支援に駆け付けることができる、ということです。関係機関は、資料

にも載せておりますが、消防や警察、自主防災組織や町内会を想定しております。

・この点については、同意されない場合でも、平時から外部への共有がされない

だけでシートを作成すること自体はもちろん可能ですし、どちらかというとシー

トを作成していただくことが重要と考えておりますので、もしこの点で同意を迷

われているようなことがありましたら、まずはシートの作成自体に同意いただけ

るよう働きかけをお願いできればと思います。

・なお、注意点といたしまして、資料黄色の枠内にお示ししていますが、法律上

の話になりますが、災害発生時には、ご本人の同意の有無に関わらず、避難支援

の実施に必要な限度で、関係機関に共有する可能性があります。これは、災害時

には、個人情報保護による利益よりも、対象者の生命や身体の安全の保護が優先

することによります。ただ、具体的な提供の手順については検討中で、まだ先の

お話になりますし、提供にあたっては、利用目的などを厳格に審査したうえで提



供の可否を判断しますのでご安心いただければと思います。（●）
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・同意書の裏面をご覧ください。

・裏面には今ご説明した、個人情報の取扱いに関することですとか、さきほどご

説明した同意してシートを作成した場合の効果など、重要なことを記載しており

ます。

・同意確認の際には必ずご説明をしていただき、ご理解いただいてから作成して

いただきますようお願いいたします。

・表（おもて）面に戻りまして、同意・不同意にかかわらず、同意書は市に提出

していただきますので、ご本人または代理人の方の署名をもらっていただきます

ようお願いします。（●）



・なお、同意確認をする中で、すでに個別の避難計画を持っているという場合も

そうそうはないと思いますが、そういったケースもあります。

・例えばですが、地域の町内会などが、災害時の避難支援に取り組まれていて、

自主的に作成している場合などです。

・すでに作成済であれば、すでにお持ちの計画とは別にシートを作成することに

ついて、同意の確認をとっていただくようお願いします。（●）



・さて、シートの記載内容の説明をさせていただきます。こちらの「わたしの避

難準備シート」の様式、その１をお手元にご用意ください。

・ポイントを絞ってご説明してまいりますが、まず、一番上の赤枠の中、これは

さきほどご説明した、平時の外部への情報提供の同意状況になります。同意書に

もとづき選択をお願いします。

・次の赤の枠内、こちらは対象者のご自宅周辺のハザード状況を記載する欄とな

ります。事前準備で確認した災害リスクをもとに記載をお願いします。

・少し飛びまして、一番下の赤枠内、こちらには、作成支援者となっていただい

た、専門職の方や所属事業所の情報の記載をお願いします。（●）



・具体的な避難の検討方法をお伝えする前に、避難の考え方についてまずお伝え

します。

・まず「避難」というと「避難所に行くこと」とお考えの方もいらっしゃるかも

しれませんが、対象の方が抱える災害リスクから考える場合に必ずしもそうでは

ない場合もあるということです。

・例えばですが、災害リスクをみたときに、資料の青い太枠の中、薄いピンク色

のところに住んでいる方については、雨がひどくなった時には１階天井まで水に

浸かる可能性があるということになりますので、２階にあがっていわゆる「垂直

避難」をしていただくことも有効です。ただし、水が引くまでご自宅で過ごすた

めの水や食べ物などの日ごろの備えが必要です。

・一方で、赤枠の中の方は2階まで水に浸かる可能性がありますので、３階以上

にあがっていただくか、自宅を出て安全な場所に避難することを考えておく必要

があります。

・このように、避難とは文字通り「難を避けること」であり、必ずしも自宅を出

て避難所に行くことだけが避難ではないということです。

・また、要配慮者の方に限らないことですが、みなさん一番安心して過ごせるの

はどこでしょうか。それは学校の体育館ではなく、やはり住み慣れて設備もある

ご自宅になりますので、まずはご自宅の中で過ごすことを第一に考えた方がよい

場合もあります。



・在宅での避難をベースに考えつつ、ご自宅の災害リスクを踏まえて

日ごろの備えをしっかりとし、災害時には、入手した情報や状況をみ

ながら、自宅を出ることも選択肢の一つとしてもっておくといったこ

とを日ごろから検討しておくことが大切です。（●）
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・シート様式では、ご覧のように災害の種別ごと、風水害と地震で記載を分けておりま

す。さきほども触れましたが、個別避難計画が特に有効とされるのは、事前に避難準備

が可能な風水害とされておりまして、今回の作成の対象者も風水害のリスクが高い方た

ちを選定しておりますので、わたしの避難準備シートについても、風水害をメインに作

成していただくようにお願いします。

・まずシートの中でも重要な部分となりますが、風水害の際にどこに避難するか、とい

うことで、避難場所を検討します。

・避難場所は、事前に確認した、もよりの避難所を含め、そこで難を逃れることができ

るか、ご本人の状況を考慮していただき、幅広くご検討ください。

・避難場所となりうる場所については、資料の方に例示しておりますが、市が設置する

避難所に限る必要はありません。

・親戚や友人宅、普段利用しているショートステイ先などについても、避難先が、ご自

宅と同様のハザード状況にない等、安全性が確認でき、事前に調整ができれば避難場所

候補となります。

・また、さきほども触れましたが、災害リスクやご自宅の状況によっては、垂直避難、

在宅避難とすることも可能ですが、水が引くまで自宅で過ごすための備蓄が必要になり

ますので注意が必要です。

・なお、今回の対象者に含まれていますが、先ほどご紹介した河岸浸食ですとか土砂災

害のリスクが高い地域にお住まいの方ですと、家ごと川や土砂に流されてしまう可能性

もありますので、自宅のどこにいても助からない可能性もありますので、警報が出た場



合には、基本的には自宅を出て避難することも選択肢として検討しておく必

要があるかと思います。（●）
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・次に避難行動の検討です。災害の状況に応じて、どのように避難行動をとって

いくか、ということになりますが、大雨や台風などの風水害では、事前に行政か

ら気象情報や避難情報が出ますので、情報に合わせた避難行動をとることが基本

となります。

・避難情報が令和３年に改正されたのですが、ご存じでしょうか。高齢者や障害

のある方といったいわゆる要配慮者の方については、避難に時間を要することか

ら、赤色のレベル３「高齢者等避難」が出たらすみやかに避難を開始できるよう

に準備する必要があります。

・レベル１の気象情報が出た段階で、支援者と連絡を取ったり、テレビなどで気

象情報に注意、警戒レベルが２にあがった場合は、持ち出し品など避難の準備を

始め、避難所までの移動に備えておく必要があるかと思います。

・なお、災害の状況や、もよりの河川によっては、警戒レベル２から３をとばし

て、いきなりレベル４が発令される場合もありますので、早め早めに準備してお

くことが必要になりますので注意が必要です。

・避難行動の例については、手引きの方でご紹介していますので、ご参考いただ



ければと思います。（●）
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・ここで、気象や災害の情報入手について補足させていただきます。

・避難行動を考えていく上では、情報を得ることが非常に重要です。

・情報を入手する手段はテレビやラジオ、インターネットなどさまざまですが、

ご本人や情報入手を担当するご家族が利用しやすい、利用できる手段を検討して

おくことが大切です。

・また、避難するタイミングを「誰が判断するのか」「お電話等でどのように伝

えるのか」も検討が必要です。

・避難の声掛けについては、冒頭にご紹介した岡山県の事例では、お孫さんから

の「避難して」という電話が避難を決断するきっかけになったとのことで、特に

身近な方の声掛けが有効とされていますので、ご参考ください。（●）



・次に、避難方法や経路の検討です。ご自宅から避難場所までの移動方法や経路、

付き添う方などを検討します。

・避難方法や経路の記載例は手引きの方に記載しておりますので、ご参考くださ

い。

・なお、災害はいつ発生するかわからないものです。必ずしも在宅中とは限りま

せん。施設への通所中に発生する可能性もあります。

・対象者本人の週間のスケジュールをお考えいただき、たとえば通所先で被災し

た場合に、施設にそのまま避難をお願いするのか、だれが迎えに行くのかなども

検討しておくと、よりより避難につながります。（●）



・ここで、さきほど少し触れましたが、市の避難所における取組の一つとして

「福祉避難スペース」についてご紹介します。

・福祉避難スペースとは、小中学校など一般の避難所の体育館などの滞在スペー

スで過ごすことが難しい要配慮者の方のための空き教室などの専用スペースとな

っています。

・市の避難所運営においては、要配慮者が避難してきた場合にはできる限りの配

慮をすることとしております。

・利用の際には、避難所の受付や運営担当者に申し出るだけで利用可能となって

います。避難先として、もよりの小中学校を想定する場合には、避難方法を記載

する際に「受付で福祉避難スペースの利用希望を伝えます」と記載しておくとよ

いと思います。

・こうすることで、慣れない避難所の中でもできるだけ安心して過ごすことにつ

ながるかと思います。（●）



・さて、ここまで、個別避難計画が特に有効とされる風水害を想定した避難場所

や避難方法の記載について説明してまいりましたが、地震を想定した備えも必要

です。

・地震の避難場所や方法の検討のポイントですが、風水害と異なり事前に避難情

報が出ないため、準備等は難しいのですが、実は、災害発生後の動きはあまり変

わるものではありません。

・風水害での記載内容をベースに、ご検討をお願いできればと思います。

・基本的には、地震発生直後はまずは身の安全を確保する、自宅にとどまれそう

な場合は在宅避難、倒壊のおそれがある、備蓄がないなど過ごすのが難しい場合

には、想定していた避難先に避難するという動きになると思います。（●）



・ここからは、風水害・地震と共通の検討内容になりますが、次は避難時の持ち

物・持ち出し品についてです。

・一般的な持ち出し品の例や検討のポイントは手引きに記載しております。

・なお、医療的ケアが必要な対象者の場合は、医療機器の電源の確保など、特に

日ごろから備えておくことが重要ですので、ご検討をお願いします。（●）



・次に、避難所までの移動や避難所内で配慮事項について記載します。

・身体的な面と、精神的な面で配慮が必要なことがあれば、その理由と必要な対

応について記載をお願いします。

・手引きの記載例もご参考いただければと思います。（●）



・次に、支援者の欄をとばしまして、避難場所までの移動方法です。

・移動の手段ですとか、必要な用具、必要な支援があれば記載をお願いします。

・移動に使用できる車や運転手については、同居の方や少し離れた別居の親族の

方等も含めて検討をお願いします。（●）



・次に、こちらもシートでは避難場所と並んで重要な部分となりますが、避難の

際の支援者についてです。

・資料の左側、黄色の枠内をご覧ください。まず、支援者については、どのよう

な性質のものか理解していただく必要があります。支援者になったとしても法的

な義務や責任はないということ、あくまでも支援の可能性を高めるために選定し

ておくものであるということでご理解ください。

・検討のポイントですが、まずは、ご本人の状況をよく知っており、お願いもし

やすい家族や親族での対応を検討してください。同居の方、支援が可能な範囲に

はなりますが、少し離れたところにお住まいの親族の方でも構いません。

・家族や親族での対応が難しい場合には、「友人や知人」「日ごろか親しくして

いるご近所の方」や、それからすでに支援の関係ができている場合に限られます

が「地域の町内会」の方なども候補となります。

・選定にあたっては、ご本人またはご家族から支援者になっていただけそうな方

を聞き取り、ご本人やご家族を通じて、シートに記載することの承諾をもらって

いただくようにお願いします。

・なお、日ごろからサービス提供を行っている事業所のみなさまにおかれまして

は、支援者としてご協力が可能な場合はお願いしますが、このシート作成を通じ

て避難支援すべての対応を事業所のみなさまにお願いすることは市としては考え

ておりませんので、ご理解いただけますと幸いです。（●）



・次に、支援者の方に具体的にお願いできる内容について記載します。災害時の

避難支援と一口にいってもさまざまな支援があります。

・手引きにも具体的な支援内容について例示しておりますが、まずは「情報伝

達」、避難情報や警報が出たことを伝え避難を促す、という初歩的なものですが

最も重要な支援とされています。

・このほか「安否確認」「避難準備」「避難所までの付添い」なども考えられま

す。

・重要なのは、支援者となっていただける方において「無理のない・できる範

囲」でお願いするということです。（●）



・次にシートに記載された支援者に関する情報の外部への提供についての同意確

認もお願いします。

・ご本人と同様に支援者となっていただける方に対しても同意の確認をお願いし

ます。さきほどお伝えしましたが、法律上の話になりますが、支援者の情報につ

いても、同様に避難の可能性を高めるために支援者ご本人の同意があれば、平時

から外部機関との共有が可能です。

・災害発生時には、同意の有無に関わらず、共有される可能性があることも、ご

本人の場合と同様です。口頭で構いませんので、確認をとっていただくようにお

願いします。

・この理由としては、ご本人の場合と同じく、災害時には個人情報保護による利

益よりも対象者の生命や身体の安全の保護が優先することによります。ただ、具

体的な提供の手順については検討中で、まだ先のお話になりますし、提供にあた

っては、利用目的などを厳格に審査したうえで提供の可否を判断しますのでご安

心いただければと思います。

・なお、支援者が外部への情報提供に同意しない場合であっても、シートの内容



としては全く問題はありません。（●）
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・なお、災害時に近隣の方から支援を受ける可能性を高めるためには、ありきた

りな言い方になりますが、

・ご本人やご家族が地域の方との日ごろのコミュニケーションなどを通じて、ご

自身たちのことを知っていただくように努めることが何より大切です。

・災害時だけ支援を受ける関係、というお話ではなく、すべて日常生活の延長線

上にあるということです。

・次のスライドに進みます。（●）



・最終的に支援者を選定できなかった場合、見つからない場合ですが、この場合

は、支援者の欄は空欄で作成して提出していただいて構いません。

・のちほどご説明しますが、今回、支援者欄のほか、空欄があっても今回のご協

力に対する報酬のお支払いの対象とさせていただきます。

・支援者を空欄とする場合には、例えばですが、自助を中心としたシート内容に

していただくなどご検討をお願いできればと思います。

・シートその１の説明は以上になります。（●）



・続いて、シートその２についてです。こちらの「わたしの避難準備シート」の

様式、その２をお手元にご用意ください。

・こちらは、対象者ご本人のパーソナル情報を記載していただく内容となってお

ります。

・いずれも、事業所のみなさまにおかれましては、把握済みの情報がほとんどで

はないかと思います。

・記載にあたっては、作成済みのフェイスシートなどを添付していただくことで、

内容が重複する項目の記載を省略していただくことも可能としています。

・これは以前実施した事業所のみなさまへのアンケートの中で、すでに把握済み

の情報を活用出来たらよいというご意見をいただきまして、採用させていただい

たものです。（●）



・シートの記載項目が埋まりましたら、内容の確認をお願いします。

・本日ご説明したように、シートはあくまでよりよい避難を目指すために作成す

るもので、１００％の実効性を求めるものではありませんが、

・事前に確認したハザード状況、災害リスクにあった避難行動がとれる内容にな

っているか、ご本人や支援者の状況をふまえた内容となっているかご確認をお願

いできればと思います。（●）



・次は作成したシートの市への提出、報告、今回のご協力に対する報酬の請求手

続きについてご説明します。（●）



・お手元にご用意しておりますが、市へのご報告にあたっての提出書類は「作成

報告書」「作成したシート」「同意書」の３点になります。

・同意書については、作成に同意されなかった、不同意だった方の分についても

提出が必要ですので、よろしくお願いします。

・ご提出いただく目安、期限ですが、作成後おおむね１か月程度を目安に、令和

８年２月末までにご提出いただくようご協力をお願いいたします。

・シートの送付の際には、簡易書留扱いの専用封筒をお渡ししますので、こちら

に入れて事務局あてに送付をお願いいたします。

・もし専用封筒を利用されない場合は、シートには個人情報が多数掲載されてお

りますことから、レターパックなど配達記録が残るもので、お送りいただくよう

にお願いします。（●）



・作成報告書の記入方法についてです。

・日付、ご協力いただいた事業所の情報、提出するシートと同意書の数、作成し

た対象者の情報や作成支援者となっていただいた方の記載をお願いします。

・札幌市のHPに記載例もございますのでご参考ください。（●）



・作成支援へのご協力に対する報酬内容についてです。

・報酬は、対象者の同意を得て作成し、提出いただいたシート１件につき、7,000

円をお支払いいたします。

・なお、作成したシートにおいて、どうしても今回埋められなかった部分があっ

た場合にも、報酬支払の対象とさせていただきますが、対象者の基本的な情報な

ど記入が可能と思われる項目が空欄となっている場合や、空欄があまりにも多い

場合には、事務局から確認のご連絡をさせていただく場合がありますので、ご了

承ください。

・また、ご説明の結果、残念ながら不同意となり、シートの作成ができなかった

場合には、同意確認にご協力いただいたことへのお礼として、１，０００円をお

支払いいたします。

・できるだけ同意を得ていただけるように、シートの作成につながるように、ご

協力いただきますようお願いいたします。

・報酬の支払い対象は、札幌市が設定した条件により対象者として抽出した方の

みとなります。

・事務局がお渡しする*対象者リストに掲載されていない方については、同意確

認やシートを作成した場合でも、報酬支払いの対象になりませんのでご注意いた

だきようお願いいたします。

・なお、一度シートを作成した後の更新については、報酬内容を含めのちほどご
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・報酬請求のためご提出いただく書類としては、基本的には「口座振替申出書」

のみとなります。

・また、原則として、ご協力いただいた事業所を運営されている法人と代表者氏

名名義の口座にお振込みさせていただきます。

・お振り込みの時期ですが、提出からおおむね２か月程度みていただければと思

います。

・それ以外の口座をご指定される場合は「委任状」の提出が必要ですのでご注意

ください。

・なお、さきほどの作成報告書やシート、同意書と報酬請求書類は一緒に提出が

可能です。

・お渡しする専用封筒をご利用ください。利用されない場合は配達記録の残る方

法でお願いいたします。（●）



・口座振替申出書の記入方法です。

・さきほどもご説明しましたが、事業所を運営する法人の情報をご記載ください。

また、代表者印の押印もあわせてお願いします。

・振込先口座は、運営法人及びその代表者氏名名義の口座となりますのでご注意

ください。

・札幌市HPにも記載例がございますのでご参考ください。（●）



・次はシートを作成した後の共有、保管、更新についてご説明します。（●）



・事務局にご提出いただいたシートについては、内容確認後、返送させていただ

きます。

・返送後には、ご本人、ご家族などの支援者、皆様との間で、内容を共有し、避

難の内容について理解していただくようにお願いします。

・シート、個別避難計画に記載された情報は、法律上、避難支援の実施に必要な

限度でのみ共有することが可能となっており、他のことに使用することはできま

せん。

・また、シート内容の情報提供を受けた方には守秘義務が課せられていることに

注意する必要があります。みだりにシートの記載内容を口外することはできない

ということです。

・なお、サービス提供者会議については、避難方法の検討の際に、定期的に開催

されている会議の場をご活用いただいても結構ですし、必要に応じて開催をご検

討いただければと思います。（●）



・次に、シートの保管・管理についてです。

・個人情報が記載されておりますので、慎重なお取扱いをお願いします。情報の

利用目的や守秘義務についてはさきほどもご説明した通りです。

・ご本人や家族におかれましては、災害時にすぐに確認できるような場所にシー

トを保管していただくように促してください。（●）



・シートの更新についてです。

・日々おからだの状態が変わる対象者の方もいらっしゃると思いますので、

・今回の作成にご協力いただける事業所のみなさまにおかれましては、引き続き

ご協力をお願いできましたらと思います。（●）



・シート更新につきましては、提出いただいたシート1件につき、

３,５００円をお支払いいたします。

・協力報酬のお支払いは作成する対象者お一人につき

年１回までとさせていただいております。

・なお、協力報酬のお支払い対象となる項目は、

（１）避難場所、避難方法及び避難経路、（２）避難時の配慮に関する情報

（３）避難支援者の情報、（４）避難行動要支援者の心身の状態にかかる情報及

び日常生活にかかる配慮事項

となります。（●）



・作成したシートの活用についてです。

・シートの記載通りに実際に避難が可能か、たとえば避難所の前まで足を運んで

みるとか、避難の訓練をしてみることは重要とされています。

・また、シートの作成を通じて、災害時の避難や日ごろの備えについて家族内で

話し合ってみることも大切です。（●）



・長くなってしまいましたが、札幌市が考えるシートの作成の目的、作成を通じ

て目指したいと考えている姿・将来のビジョン的なことをご説明して最後とさせ

ていただきたく思いますが、

・まずは対象者とご家族が自分たちのおかれた災害リスクを知っていただく。そ

のうえで、災害の状況によっては、避難行動をとる必要があることを理解してい

ただき「災害時に助かろう」という避難の意思をもっていただく。

・そして、日ごろから避難場所や経路の確認、持ち出し品を準備し災害に備えて

おく。これらの取組を通じまして、自ら助かろうとする意思の向上により、災害

時のよりよい避難、ひいては犠牲の防止につなげていきたいと考えております。

・この実現に向けては、わたくしども行政・札幌市のみでは実現は難しいものと

考えておりまして、対象の方を日ごろからよくご存じで信頼関係もある福祉専門

職のみなさまのご協力が不可欠であると考えております。

・何卒みなさまのご協力をお願い申し上げます。（●）



・最後になりますが、本日の説明会後の流れについてご説明させていただきます。

・説明会終了後、近日中に、みなさまあてに、わたくしどもからシート作成につ

いて、ご協力の意向をおたずねするメールを送信させていただきます。

・このメールに対し、ご協力いただけるとのご連絡をいただいたみなさまあてに、

今回作成の対象者の基本情報のデータを添付したメールを送信させていただきま

す。

・なお、ご意向を回答いただく期限についてですが、おおむね２週間後までを目

途にご連絡をいただけますと幸いでございます。

・日々ご多忙の中、大変恐縮ではございますが、できるだけ多くの事業所のみな

さまのご協力をお願い申し上げる次第でございます。（●）



・わたくしからの説明は以上になります。

・本日事前にお送りした、お手元の「各様式」や「手引き」、「本日の説

明資料」につきましては、URLやQRコードもお示ししておりますが、ホー

ムページからダウンロード可能となっておりますので、事前のご検討、事

業所内での学習・研修の機会ですとか、必要に応じてご活用いただけまし

たらと思います。

・なお、シートの作成に関するご質問は、わたくしども事務局で随時受け

付けております。

・「このようなことを聞いても大丈夫なのだろうか」といったことでも結

構でございますので、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合

わせください。

・本日はご清聴ありがとうございました。
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